
平成３０年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ９ 府 省 庁 名   厚生労働省       

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 徴収規定） 

要望 

項目名 
ひとり親家庭に対する高等職業訓練促進給付金に係る税制上の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

  母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第31条（第31条の 10において準用する場合を含

む。）に基づき、ひとり親家庭の母又は父の就職に必要な看護師等の資格等の取得を促進するため、当該資格等

に係る養成訓練の受講期間について、生活の負担の軽減を図り、資格等の取得を容易にすることを目的として支

給する、高等職業訓練促進給付金。 

 

・特例措置の内容 

高等職業訓練促進給付金については、現行、母子及び父子並びに寡婦福祉法において、差押え及び公課の禁止

措置が講じられているところ、支給対象期間の上限を３年から４年に延長すること等に伴い、拡充部分について

も、同様の取扱いとする。 

 

関係条文 
母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年法律第 129号）第 31条の３及び第 31条の４（これらの規定 

を同法第 31条の 10において準用する場合を含む。） 

減収 

見込額 

［初年度］   精査中   （  －  ）  ［平年度］   －   （  －  ） 

［改正増減収額］  －                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

⑴ 政策目的 

 高等職業訓練促進給付金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条（第 31条の 10において準用する場

合を含む。）に基づき、ひとり親家庭の母又は父の就職に必要な看護師等の資格等の取得を促進するため、

当該資格等に係る養成訓練の受講期間について、生活の負担の軽減を図り、資格等の取得を容易にするこ

とを目的として、高等職業訓練促進給付金を支給している。 

 

⑵ 施策の必要性 

（高等職業訓練促進給付金について） 

○ 経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭は、増加傾向（昭和 63年から平成 23年の 25年間で、母子

世帯は 1.5倍、父子世帯は 1.3倍）にある。また、ひとり親家庭の母又は父は、子育てと就業を一人で担

わなければならず、低賃金で不安定な非正規雇用の者も多く、経済的に厳しい状況に置かれており、ひと

り親家庭に対する自立支援の重要性が更に高まっている。 

○ ひとり親家庭の母又は父が、看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために１年以上養成機関

で修学する場合、生活費等の負担軽減のため支給する高等職業訓練促進給付金は、常用雇用に結び付きや

すく、ひとり親家庭の自立に効果を上げており、充実・強化を図る必要がある。 

 

（高等職業訓練促進給付金の拡充について） 

○ 高等職業訓練促進給付金については、平成 30年度から、以下の拡充を行うこととしている。 

① これまで支給期間の上限を３年としてきたが、昨今、高度な専門性を確保する観点から、指定看護師

養成施設等の４年制大学（課程）が増加しており、そうした中、就学期間の全期間（４年間）の支給が

可能となるよう、支給対象期間の上限を３年から４年に延長する。 

 ② また、現行、同給付金は１回限りの支給しか認めていなかったところ、准看護師養成機関を卒業した

上で、看護師養成機関に進学した場合など、２回目の養成訓練の受講期間も給付の対象となるよう、支

給対象の拡大を行う。 

 

（税制上の措置の必要性について） 

○ 高等職業訓練促進給付金の差押え及び公課の禁止措置に関し、これまでと同様、拡充部分についても税

制上の措置を講じ、施策の効果が損なわれないようにする必要がある。 

 



＜参考＞ニッポン一億総活躍プラン（平成 28年６月２日閣議決定） 

３．「希望出生率 1.8」に向けた取組の方向 

（３）女性活躍 

ひとり親が就職に有利な看護師等の資格を取得できるよう、貸付・給付金事業を推進する。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 

ページ ９―１ 



 

 

 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

ひとり親家庭の自立を図ること（施策目標Ⅵ－５－１） 
 基本目標：男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする

社会づくりを推進すること 
  施策大目標５：ひとり親家庭の自立を図ること 

政策の 

達成目標 

 
ひとり親家庭の親の就業支援の推進 
 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
― 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
― 
 

政策目標の 

達成状況 

 
高等職業訓練促進給付金を受給した資格取得者のうち 88.0％（平成 27年度）が常用雇用に結び
付いており、ひとり親家庭の自立支援に効果を上げている。 
 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
― 
 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
― 
 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 
国税においても同様の要望を行っている。 
 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 
（項）母子家庭等対策費の一部（母子家庭等対策総合支援事業）114億円（平成 29年度予算）
の内数 
 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 
上記の予算措置は、高等職業訓練促進給付金の支給のためのものであるが、本要望の措置は、
この高等職業訓練促進給付金の支給の効果が損なわれることなく、その趣旨に従って有効に用
いられ、支給目的が完全に達せられるようにするために講じるものである。 
 

要望の措置の 

妥当性 

要望の措置は、高等職業訓練促進給付金の支給期間が４年に延長され、給付の対象が２回目の
養成訓練の受講期間に拡大された場合に、現行と同様の税制優遇措置を講ずるものである。こ
れは、支給目的が完全に達せられるようにするための必要最小限の措置である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 
― 
 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 
― 
 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 
― 
 

前回要望時の 

達成目標 

 
― 
 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 
― 
 

これまでの要望経緯 

 
制度創設時の平成 26年度税制改正要望において、高等職業訓練促進給付金について、差押え

及び公課の禁止措置を要望し、実現。 
平成 28年度税制改正要望において、支給期間の延長等に伴う税制上の優遇措置を要望し、実

現。 
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